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令和８年 ４月 １日 

令和８年度 八王子市立鑓水中学校 学校経営計画 

校 長 山川 毅 

 

１ 学校経営の基本方針と教育目標 

本校は、開校２９年目を迎えるが、これまで多くの成果が得られたと捉えている。校内

生活も落ち着いており、人権尊重の精神を基盤として、生徒が集団の中でよりよい人間関

係を築きながら、人間として調和の取れた育成を目指す教育活動を行ってきた。 

今年度も学習指導要領の理念のもと、変化の激しい時代を生き抜く力を育成するために、

正解のない、答えが１つに定まらない諸課題に対して、一人ひとりが責任をもって自己の考

えや思いを述べ、少しでもよりよい答えを協働的に見出していく姿勢を身に付けさせる教

育活動を進める。また、小規模校ならではの一人ひとりに目を配る丁寧な教育活動を行い、

「誰一人取り残さない」教育を推進する。 

 

教育目標  進んで学び、向上を目指す人（自学） 

      共に助け合う、思いやりのある人（共生） 

      心身を鍛え、最後までやり遂げる人（自立） 

 

２ 中期目標と方策 

  目指す学校像 「よき社会人を育てる学校」 

義務教育の後半にあたる中学校教育の役割は、将来的に「よき社会人を育てる」

ための基礎段階と捉える。本校は、社会人としての基盤を身に付けさせるために、

教職員が地域・保護者及び関係諸機関と連携して教育活動に取り組み、将来社会を

担う、「よき社会人」を育成する学校を目指す。 

 

目指す生徒像 「誠実で、協調性があり、粘り強く困難に立ち向かう生徒」 

   誠実さ ：自分に与えられたことを、全力で誠実にやり遂げる生徒。 

   協調性 ：他人と上手にコミュニケーションを取りながら、協力して物事を進め 

ることができる生徒。 

粘り強さ：困難な課題に直面しても、諦めずに自分の力で切り開こうとする生徒。 

※「よき社会人」とは、上記の誠実さ・協調性・粘り強さをバランス良く兼ね備え

た人間と考える。 

 

目指す教師像 「生徒の力を引き出せる教師」 

生徒一人ひとりとしっかり向き合い、愛情を注ぎ、生徒の輝くところに気付き、

自己肯定感を高めさせることができる教師。 
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◎＝重点目標 

３ 今年度の取組目標と方策  

◎（１）学習指導の充実のために（知育） 

＊これからの時代に求められる資質・能力（育成すべき３つの資質・能力） 

       ○何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能）。 

      ○知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力）。 

      ○どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、

人間性等）。 

 

    ＊ユニバーサルデザインを取り入れた教育活動 

      全ての生徒が安心して学習に取り組めるよう、授業のＵＤ化、教室環境のＵＤ 

化、人的環境のＵＤ化を探求し、生徒の学力向上及び自己肯定感を高め、主体的 

に学習に取り組む姿勢を育成する。 

 

＊授業改善の３つの視点 

〈主体的な学び〉見通しと振り返り 

          見通しをもって粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につな 

げる主体的な学び。 

      ※「教えてもらってわかった」ではなく「自分で考えてわかった」へ。 

教え込まれるのではなく、自分が主体的に動いて、頭を回転させ、自分の 

力で解決し、自分に必要なものを獲得させる（自分で考える習慣をつけさせ 

る）。 

〈対話的な学び〉協働 

       他者との協働や先哲の考え方を手掛かりに考えることを通じ、自己の考え 

を広げ深める学び。 

      ※人と学ぶことの良さ（影響し合う・認め合う）に気付かせる。 

〈深い学び〉習得・活用・探求 

今まで学習したことと比べたり分類したり関連付けて（見方・考え方）、よ 

り深く理解したり、考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、 

思いや考えを基に創造したりする学び。 

 

上記＊印３点を念頭に入れ、以下の取り組みを行う。 

 

ア 基礎的・基本的な学習内容の確実な定着を図るため、各種学力調査及び各種体

力・運動能力調査及び生徒の日々の学習状況の実態を分析し、指導方法の工夫・

改善を行い、ねらいと振り返りを明確にした「分かる授業」、誰一人取り残さな
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い「ユニバーサルデザインを取り入れた授業」を全校体制で実施する。 

イ 思考力・判断力・表現力を高めるため、各教科等において、アクティブラーニ

ングの手法を取り入れるとともに、生徒に主体的な学びに導く教師（ファシリテ

ーター）としての技量を磨く。 

ウ 家庭学習習慣の定着を図るため、各教科等で、質・量共に生徒の実態に合わせた 

課題及び取り組みやすく達成感が得られる課題を提示する。 

エ 授業内での評価方法の工夫に努め、十分な評価材料による指導と評価の一体化 

を図る。また、評価･評定方法や評価材等については各学期始めに生徒に説明し見 

通しをもたせる。 

オ 生徒による授業アンケートを年間２回行い、生徒自身の学習の振り返りと教員

の授業改善に活用する。 

カ 国語科を中心に、全ての教科等において、生徒が各文章（教科書等）の内容を

きちんと読み取れているかどうかという視点をもって指導にあたり、生徒の読解

力の向上を図る。 

   キ 数学科（習熟度別指導）では、個別の習熟の実態に沿った指導を行い、基礎学力 

の定着およびそれを活用した応用力の向上を図る。 

ク 英語科では、グローバル化の進展に伴い、国際共通語である英語によるコミュ

ニケーション能力の向上を図るため、スピーキング力を高める。 

ケ 基礎学力定着のための取組として、次のことを実施する。 

「朝読書」      ・・・朝学活前１０分間、通年実施 

「基礎・基本定着教室」・・・各定期考査前実施（地域学校協働本部） 

「定期考査後質問教室」・・・各定期考査後実施（地域学校協働本部） 

コ 総合的な学習の時間においては、地域や社会、人とのつながりの視点で課題解

決学習と地域に根ざした教育を積み重ね、郷土に誇りをもって豊かに生活する態

度やを育てるとともに、自分を高める力・自分と向き合う力・他者とつながる力

の育成を図る。 

   サ 学校図書館司書を中心に、学校図書館を整備・有効活用し、読書教育に力を入 

れるとともに、毎朝の朝読書を全校体制で実施し、読書に親しむ態度を育てる。 

   シ 各種検定（国語科による漢検・英語科による英検）を設定し、学習意欲を高める。 

ス ＧＩＧＡスクール構想を踏まえ、授業内でのＩＣＴ機器及び生徒１人１台の学 

習用端末の有効活用を実践し、生徒の学習効果を高める。 

 

◎（２）豊かな心を育てるために（徳育） 

   ア 「特別の教科道徳」において、考え、議論することによって、自分の生き方につ

いて考えを深めさせ、思いやりの心、規範意識等の道徳的価値観を高める。 

   イ 特別活動（学級活動・生徒会活動・学校行事）及び部活動において、有意義な教

育活動を積極的に行い、役割と責任の自覚、相互理解、協力について学び、よりよ

い人間関係づくりができる力を育成するとともに、自尊感情、自己肯定感を高める。 
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ウ 地域行事やボランティア活動に積極的に参加させ、地域の一員としての自覚を

育てるとともに、社会貢献の精神及び郷土愛を醸成する。 

エ 道徳授業地区公開講座の公開授業及び意見交換会を通して、学校・家庭・地域が

連携した道徳教育を推進する。 

オ 生徒・教員による二者面談等を行い、多くの教員との面談を通して、相談できる

大人づくり及びＳＯＳ発信の機会を意図的につくる。 

カ 生徒の内面把握の感度を高め、スクールカウンセラー等外部機関と連携を図り、

自殺防止等について早期の対応を心掛ける。 

キ 関係機関の協力を得て、生命尊重の教育を推進する。 

 

（３）健やかな体を育てるために（体育） 

ア 保健体育の授業において、毎回補強運動を取り入れることにより、基礎体力の向

上を図る。 

イ 体育的行事において、運動に対する興味・関心を高め、生涯にわたり体を動かす

ことが好きな生徒を育成するとともに、協力して責任を果たす態度を身に付けさ

せる。 

ウ 部活動（運動部）への参加を奨励し、体力の向上を図ると共に、粘り強く１つの

ことに打ち込むことの大切さ、協調性、礼儀作法などを養う。 

エ 体力向上推進計画・健康教育・保健指導・食育を通して、心身の健康の保持増進

を図る。 

オ 防火・防災・不審者等を想定した避難訓練、交通安全等の安全指導、セーフティ

教室などを通して、自己の生命・安全を自ら守ろうとする態度や危機回避能力を身

に付けさせる。 

 

（４）秩序ある学校生活を送らせるために（生活指導） 

  ア 校内生活において、生徒・教職員共に、常にあいさつ・時間を守ること・身だし

なみ・学習環境の整備意等を識させ、徹底を図ると共に、「対話」を重視した生活

指導を行い、生徒の自主性を高める。  

イ 生徒の実態を把握し、生徒理解に基づく生活指導をし、生徒一人ひとりと最後ま

でかかわり続け、見通しをもって組織で育てる。 

ウ 生徒が中心となり教員や関係者と対話しながら校則やルールを見直していく経

験を通して、身の回りの課題に気付き、当事者意識をもって行動する力や、社会参

画への意識を高めていく。 

エ 常に全教職員で一人の生徒を育てるという意識をもち、報告・連絡・相談を密に

して、早期発見、早期対応、誠実な対応に努め、有事の際は学級・学年の枠を超え

て全教職員で組織的に対応する。指導の場面は、必ず複数で対応する。 

オ 「いじめの防止等に関する基本的な方針」及び「いじめ防止対策基本方針」に基

づき、「しない・させない・許さない」を基本認識として、いじめに関する指導・
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啓発を折に触れて実施し、全校体制でいじめを許さない風土を教職員及び全校生

徒でつくりあげる。 

カ 学校いじめ対策委員会を中心に、未然防止、早期発見に努め、いじめが確認され

たときは早期に対応し、その解決に努める。 

キ ＳＮＳ東京ルール及びＳＮＳ学校ルールを活用して、生徒への指導及び保護者

に対する啓発活動を行い、学校と家庭が連携して、生徒の適切な情報機器の使用を

指導する。 

ク 暴力行為、器物破損行為、違法行為等には毅然とした姿勢で指導する。 

 

◎（５）キャリア教育を充実させるために（進路指導） 

ア 望ましい職業観・勤労観の育成の為に、キャリアパスポートを有効活用し、キャ

リアカウンセリング（目標設定、中間報告、振り返り等）を通して、自己理解を深

めたり、自身の成長を実感させたりすることにより、非認知能力の育成を図る。 

イ より柔軟な発想をもち、企業や外部団体との連携を進めながら、小中一貫のキャ

リア教育を推進し、生徒の汎用的能力の育成を図る。 

ウ 職業調べ・職場体験・上級学校調べ・上級学校の先生の話を聞く会などの体験学

習や課題解決学習を積極的に取り入れ、自己理解及び将来への展望をもたせ、主体

的に進路を切り拓く力を育成する。 

エ 上級学校への進学指導においては、生徒・保護者の進路希望を真摯に受け止め、

実現のための道筋を丁寧に指導する。 

 

（６）特別支援教育（個の理解及び具体的支援） 

ア 特別支援教育校内委員会を中心に、学年・学級担任・スクールカウンセラー・特

別支援教室（あじさい）・特別支援教室専門員・学校サポーター等との連携を密

に行い、全ての生徒が所属する学級の中で充実した学習活動および学校生活に

適応できるよう、支援の充実を図る。 

イ ユニバーサルデザインを意識した授業、学習環境を工夫する。特に教室掲示は、

前面への掲示をできるだけ簡素にして、全ての生徒が学習に集中できるようにす

る。 

ウ 「教育課程」「個別の教育支援計画（就学生活支援シート）」「連携型個別指導計

画」をもとに、具体的に見える支援を継続して進めていく。 

エ 登校支援コーディネーター及び不登校対応巡回教員を中心に、不登校・不適応生

徒への支援を組織的に取り組み、別室（コミュニティルーム）登校等、多様な教育

機会・居場所の確保に努め、生徒一人ひとりに寄り添った支援体制を構築する。 

オ 保護者・地域と連携し、不登校や子育ての悩みがある保護者に寄り添う家庭教

育支援を行う。 

カ 特別支援学校との連携（副籍交流等）を通して、生徒相互の理解を深め、障が

いや特性を正しく理解し、他者を尊重し協力する姿勢を育成する。 
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（７）学年・学級経営について 

       行事にとどまらず、日常の活動を通して学年・学級のリーダーを育成する。ま 

た、学年の特色は生かしつつ、学校の方針を柱とした３年間を見通した教育計画を

全教職員が一体となって推進する。  

   ア 学年経営 

・学年経営方針のもと、年間を見通した計画的な経営を行う。 

・学級の特色を大切にしながらも、学年で決定したことは学級差のないようにする。 

・担任を学年全体で支え合う体制を心がける。 

・学年会の運営では各担当が責任をもって計画的に提案し、効率よく行いながら、

OJTの場とする。 

   イ 学級経営 

・学級経営方針を生徒に簡潔に示し、生徒とともにその達成を目指す。 

・生徒の実態を把握し、目標と方針・方策を立て、計画的学級経営に努める。 

・教師と生徒の信頼関係のもと、一人ひとりが生きる学級経営を工夫する。 

・一人ひとりの生徒を公平に認め、寄り添い、見届ける。 

 

４ 保護者・地域等との連携 

（１）学校運営協議会 

学校運営協議会を定期的に開催（年間７回）し、地域運営学校として学校と地域の

双方向の情報共有と協力体制の構築と充実を図る。また地域学校協働本部を設置

し、学校・保護者・地域一体となって生徒を育てる学校を目指す。 

 

（２）小中一貫教育 

鑓水小学校、由木西小学校との連携活動を通し、小中 9 年間で学力の向上、豊か 

な心の育成、体力の向上を図る一貫教育を推進する。 

 

（３） 保護者・地域の教育力を生かした教育実践 

様々な地域行事への参画を促すことで、生徒の社会性や郷土愛を育ませ、地域に 

貢献できる生徒を育てるとともに地域の方々の学校理解と生徒理解を促進する。 

     ア 地域行事及び青少年対策鑓水地区委員会等のボランティア活動に生徒・教職

員の積極的な参加を促す。 

    イ 地域の行事において、生徒ボランティアを積極的に募り、生徒が地域に関わ

る機会として定着を図る。 

ウ PTA 活動に全教職員が積極的に関わり、情報の共有を図り、生徒の健全育成

のために協働する。 
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５ 教育公務員の責務  

◎（１）教育公務員として、次のことを念頭において、自身の教育活動に取り組む。 

     ア その取組は、生徒の成長につながるものであるか。 

     イ その取組は、生徒、保護者の願いであるか。 

     ウ その取組は、地域や社会全体の期待に合致しているものであるか。 

    エ その取組は、全体の奉仕者である公立学校の教職員として、また教育公務 

員として適正であるか。 

     オ その取組は、教職員にとって資質の向上に寄与するものであるか。 

 

（２） 組織人としての責任感、協調性、規範意識など相互啓発に努め、本校の組織を 

構成する職員としての誇りと責任をもつ。 

   ア 法令を遵守し、公平・公正で服務に厳正な教職員 

   イ 教育に対する熱意と使命感をもつ教職員 

   ウ 豊かな人間性と思いやりのある教職員 

   エ 組織人としての責任感、協調性を有し、互いに高め合う教職員 

   オ 教育者として学び続ける教職員 

   カ 明るく、元気で、笑顔を絶やさない教職員 

 

（２） 教育公務員には研修と修養の義務がある。研修の機会には積極的に参加し、ライフ 

ステージに応じ各々の資質・能力の向上を図る。また、日々の学級・学年・分掌等の教 

育実践の中で意識的にＯＪＴを行うと共に、教職員が相互に授業を見せ合い、意見交換 

できる場や雰囲気をつくり、ベテランと若手双方が互いに高め合う。 

 

（４）積極的に学校公開（土曜日授業・行事設定）に努めるとともに、学校だより、学 

年だより、学級だより、学校ホームページ等で情報発信を行うことにより、保護者・地

域に対する説明責任を果たし、信頼される学校を築き上げる。 

 

（５）学校評価は、保護者・地域・生徒による学校評価及び教職員による内部評価を行い、

評価の結果を比較・協議し、次年度の教育課程に反映させる。 

 

（６）ライフワークバランスの考えに基づき、長時間勤務を是正し、教職員の心身の健康を

保持増進する。 


